
 

１ 姶良警察署の速度取締り重点路線

速度取締り指針
令和８年１月

２ 姶良警察署管内における交通事故実態 （令和７年１月～12月中人身事故）

姶良警察署

※ 折れ線グラフは前年分

朝（７時～９時台）及び夕方（16時～18時台）にかけての事故が多く発生しています。

路線別では、国道10号での事故が最も多く、前方不注意や安全確認不足による追突事故などが発生し

ています。

曜日を問わず事故が発生していますので、緊張感を保持し、運転に集中してください。

３ その他の交通指導取締り要点

○ 重点路線は、取締り要望も多く寄せられており、速度超過、漫然運転による交通事故の発生が予想される路線

です。

○ 速度違反取締りのほか、通学路周辺における歩行者妨害取締りや通行禁止場所通行・携帯電話使用・信号無

視・一時不停止取締りを強化しています。

○ 事故実態等により、上記以外の時間、場所でも取締りを行うことがあります。

重点路線 規制速度 重点時間帯 重点区間
国道10号 50km/h ０６：００～２１：００ 姶良市脇元から加治木町反土まで

県道川内加治木線 40km/h・50km/h ０６：００～２１：００ 加治木町木田から蒲生町西浦まで

管内県道 40km/h・50km/h ０６：００～２１：００ 姶良地区・加治木地区・蒲生地区

(時間)

(曜日)


